
保健衛生（肝炎ウイルス対策） 

取りまとめ 

「肝炎患者等支援対策事業費」（厚生労働省所管事業） 

「肝炎ウイルス検査等事業費（肝炎患者等の重症化予防推進事業）」（厚生労働省所

管事業） 

「肝炎総合対策費」（厚生労働省所管事業） 

「健康増進事業（健康診査等）（うち肝炎ウイルス検診）」（厚生労働省所管事業） 

・肝炎対策基本指針を基に実施される肝炎総合対策は、早期発見・早期治療により

重症化を防ぐためには、非常に重要なものである。事業を効果的・効率的に行うに当

たり、まずは、受検、受診、受療、フォローアップ等の各ステップにおいて、性別、世代

別、地域別、雇用形態別等の受検者・未受検者の状況、陽性判明者の受療状況を

はじめとした現状を正確に把握するよう努めるとともに、対応が必要となる対象を明確

化したうえで有効な手段を用いた対策となっているか見直し等を検討すべきである。

例えば、雇用されている者はウイルス検査を伴う健康診断が可能であることから、保

険者を通じた受検状況の調査等、最も簡素かつ有効な手段を検討すべきである。 

・広報については、現状把握に伴い、対応が必要となる対象の明確化を受けて有効

な手法となっているか見直しに向けた検討を行うとともに、普及啓発効果の適切な把

握や市町村等の他の広報主体による事業との重複にも留意すべきである。 

・検査結果が陽性の者や経過観察を要する者は、その後の適切な受診・受療が重



症化予防に向けて重要であるところ、地域でのフォローアップ、相談体制が有効に機

能しているか検証する必要がある。例えば、肝炎医療コーディネーターについては、

期待される効果に繋がっているか等を検証し、それらの結果を踏まえ、必要に応じて

活用方策等の見直しを検討すべきである。 

・上記見直しに当たっては、地域の取組状況をはじめとする地域差の要因等も分析

することにより、都道府県等に対する補助メニューの見直しを含め、肝炎対策関連予

算の中での予算配分の見直しも検討したうえで、各施策の成果を適切に測ることが

出来るようなアウトカムを追加し、事業効果を検証する仕組みとすべきである。その際、

改善が図れるものは速やかに改善するとともに、検討・調整に時間を要するものがあ

る場合には、令和３年度における次期肝炎対策基本指針改定に向けて検討を進め

るべきである。 




